
海岸保全施設整備計画 31 【現況写真】 【位置図】

忠岡・岸和田・貝塚ゾーン エリア特性 環境創造・活性化エリア

貝塚市 区域 津田

直立堤防 所管 国土交通省(水管理・国土保全局)

T.P.+4.2m 波高（Hqo） 5.4m

T.P.+4.6m 現況の堤防高 T.P.+4.2m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設 堤防439ｍ、突堤60m

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・周辺景観および利用との調和

設計津波水位

期待される効果 ・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進

・周辺の都市機能との調和を図る。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化等を図り、防
護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：439m
（2）整備内容　　　　　：堤防（改良）

住民意見 ―

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全 ・周辺景観との調和に配慮する。

大阪湾沿岸

-
 
3
4
 
-



海岸保全施設整備計画 32 【現況写真】 【位置図】

忠岡・岸和田・貝塚ゾーン エリア特性 環境創造・活性化エリア

阪南港 区域 貝塚

直立堤防、直立護岸 所管 国土交通省(港湾局)

T.P.+3.9m 波高（Hqo） 4.6m

T.P.+4.2m～T.P.+4.3m 現況の堤防高 T.P.+3.2m～T.P.+5.2m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設 堤防1,393ｍ、護岸1,096ｍ、水門1基、樋門6基、排水機場2基

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・周辺景観および利用との調和

設計津波水位

期待される効果 ・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進

・周辺の都市機能との調和を図る。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化等を図り、防
護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：2,489m
（2）整備内容　　　　：堤防、護岸等（改良）

住民意見
・防護機能の早期確保、防護に対する万全な対応
・放置ゴミ対策、利用者のマナー向上

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全 ・周辺景観との調和に配慮する。

大阪湾沿岸

-
 
3
5
 
-



海岸保全施設整備計画 33 【現況写真】 【位置図】

貝塚・泉佐野ゾーン エリア特性 環境創造・楽しみエリア

貝塚市 区域 脇の浜

直立堤防、直立護岸 所管 国土交通省(水管理・国土保全局)

T.P.+3.9m 波高（Hqo） 4.6m

T.P.+4.5m～T.P.+5.4m 現況の堤防高 T.P.+3.7m～T.P.+5.2m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設
堤防2,506ｍ、護岸1,874ｍ、突堤6基(413ｍ)、離岸堤3基(450ｍ)、導流堤1基(27ｍ)、水門1基、樋門
4基、門扉9基

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・環境回復創造・海岸利用の促進

設計津波水位

期待される効果 ・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進

・周辺の都市機能との調和を図る。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化等を図り、防
護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：4,380m
（2）整備内容　　　　：堤防、護岸等（改良）

住民意見 ―

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全 ・周辺景観との調和に配慮する。

大阪湾沿岸

-
 
3
6
 
-



海岸保全施設整備計画 34 【現況写真】 【位置図】

貝塚・泉佐野ゾーン エリア特性 環境創造・楽しみエリア

ニ色港 区域 貝塚

直立堤防 所管 国土交通省(港湾局)

T.P.+3.9m 波高（Hqo） 4.6m

T.P.+4.4m～T.P.+5.2m 現況の堤防高 T.P.+3.7m～T.P.+4.7m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設 堤防1,287ｍ、突堤1基(39ｍ)、樋門1基、門扉4基

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・環境回復創造・海岸利用の促進

設計津波水位

期待される効果 ・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進

・周辺の都市機能との調和を図る。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化等を図り、防
護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：1,287m
（2）整備内容　　　　　：堤防（改良）

住民意見 ―

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全 ・周辺景観との調和に配慮する。

大阪湾沿岸

-
 
3
7
 
-



海岸保全施設整備計画 35 【現況写真】 【位置図】

貝塚・泉佐野ゾーン エリア特性 環境創造・楽しみエリア

泉佐野市 区域 下瓦屋

直立堤防 所管 国土交通省(水管理・国土保全局)

T.P.+3.8m 波高（Hqo） 4.6m

T.P.+4.2m～T.P.+4.6m 現況の堤防高 T.P.+3.7m～T.P.+6.3m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設 堤防2,161ｍ、水門1基、樋門2基

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・環境回復創造・海岸利用の促進

設計津波水位

期待される効果 ・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進

・周辺の都市機能との調和を図る。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化等を図り、防
護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：2,161m
（2）整備内容　　　　　：堤防（改良）

住民意見 ―

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全 ・周辺景観との調和に配慮する。

大阪湾沿岸

-
 
3
8
 
-



海岸保全施設整備計画 36 【現況写真】 【位置図】

貝塚・泉佐野ゾーン エリア特性 環境創造・楽しみエリア

佐野漁港 区域 泉佐野

直立堤防 所管 農林水産省(水産庁)

T.P.+3.8m 波高（Hqo） 4.6m

T.P.+4.3m 現況の堤防高 T.P.+3.7m～T.P.+5.5m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設 堤防381ｍ、門扉1基

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・環境回復創造・海岸利用の促進

設計津波水位

期待される効果 ・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進

・周辺の都市機能や漁港機能との調和を図る。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、必要に応じて気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化
等を図り、防護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：381m
（2）整備内容　　　　　：堤防（改良）

住民意見 ―

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全 ・周辺景観との調和に配慮する。

大阪湾沿岸

-
 
3
9
 
-



海岸保全施設整備計画 37 【現況写真】 【位置図】

貝塚・泉佐野ゾーン エリア特性 環境創造・楽しみエリア

泉佐野港 区域 泉佐野

直立堤防 所管 国土交通省(港湾局)

T.P.+3.8m 波高（Hqo） 4.6m

T.P.+6.7m 現況の堤防高 T.P.+3.7m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設 堤防988ｍ、突堤3基（204ｍ）、樋門1基、門扉8基

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・環境回復創造・海岸利用の促進

設計津波水位

期待される効果 ・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進

・周辺の都市機能との調和を図る。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化等を図り、防
護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：988m
（2）整備内容　　　　　：堤防（改良）

住民意見 ―

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全 ・周辺景観との調和に配慮する。

大阪湾沿岸

-
 
4
0
 
-



海岸保全施設整備計画 38 【現況写真】 【位置図】

関西国際空港・りんくうタウンゾー
ン

エリア特性 環境創造・楽しみエリア

泉佐野市 区域 羽倉崎

直立堤防 所管 国土交通省(水管理・国土保全局)

T.P.+3.8m 波高（Hqo） 4.6m

T.P.+6.7m 現況の堤防高 T.P.+4.2m～T.P.+5.9m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設 堤防2,079ｍ、突堤18基（1,096ｍ）、水門1基、樋門3基、門扉1基

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・環境回復創造・海岸利用の促進

設計津波水位

期待される効果 ・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進

・周辺の都市機能との調和を図る。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化等を図り、防
護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：2,079m
（2）整備内容　　　　　：堤防（改良）

住民意見 ―

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全 ・周辺景観との調和に配慮する。

大阪湾沿岸

-
 
4
1
 
-



海岸保全施設整備計画 39 【現況写真】 【位置図】

関西国際空港・りんくうタウンゾー
ン

エリア特性 環境創造・楽しみエリア

田尻町 区域 嘉祥寺

直立堤防、階段護岸、砂浜 所管 国土交通省(水管理・国土保全局)

T.P.+3.8m 波高（Hqo） 4.6m

T.P.+5.3m～T.P.+6.4m 現況の堤防高 T.P.+3.7m～T.P.+5.4m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設 堤防559ｍ、突堤2基（155ｍ）、樋門1基、門扉3基

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・環境回復創造・海岸利用の促進

設計津波水位

期待される効果 ・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進

・周辺の都市機能との調和を図る。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化等を図り、防
護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：559m
（2）整備内容　　　　　：堤防（改良）

住民意見 ―

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全 ・周辺景観との調和に配慮する。

大阪湾沿岸

-
 
4
2
 
-



海岸保全施設整備計画 40 【現況写真】 【位置図】

関西国際空港・りんくうタウンゾー
ン

エリア特性 環境創造・楽しみエリア

田尻漁港 区域 吉見

直立堤防、直立護岸、緩傾斜護岸 所管 農林水産省(水産庁)

T.P.+3.8m 波高（Hqo） 4.6m

T.P.+6.4m 現況の堤防高 T.P.+4.2m～T.P.+5.2m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設 堤防264ｍ、護岸509ｍ、突堤270ｍ、水門1基、門扉3基、人工海浜115ｍ、排水機場1基

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・周辺景観および利用との調和

設計津波水位

期待される効果 ・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・プレジャーボートの放置、不法係留対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進

・漁港利用の維持に努める。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化等を図り、防
護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：888m
（2）整備内容　　　　：堤防、護岸、人工海浜（改良）

住民意見 ・内水排除対策

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全 ・周辺景観との調和に配慮する。

大阪湾沿岸

-
 
4
3
 
-



海岸保全施設整備計画 41 【現況写真】 【位置図】

関西国際空港・りんくうタウンゾー
ン

エリア特性 環境創造・楽しみエリア

田尻町 区域 吉見

階段護岸、砂浜 所管 国土交通省(水管理・国土保全局)

T.P.+3.8m 波高（Hqo） 4.6m

T.P.+6.4m 現況の堤防高 T.P.+4.2m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設 堤防334ｍ、突堤2基（100ｍ）、門扉1基

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・環境回復創造・海岸利用の促進

設計津波水位

期待される効果 ・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進

・周辺の都市機能との調和を図る。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化等を図り、防
護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：334m
（2）整備内容　　　　　：堤防（改良）

住民意見 ―

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全 ・周辺景観との調和に配慮する。

大阪湾沿岸

-
 
4
4
 
-



海岸保全施設整備計画 43 【現況写真】 【位置図】

関西国際空港・りんくうタウンゾー
ン

エリア特性 環境創造・楽しみエリア

岡田漁港 区域 岡田

直立堤防、直立護岸、緩傾斜護岸 所管 農林水産省(水産庁)

T.P.+3.8m 波高（Hqo） 4.5m

T.P.+4.2m～T.P.+6.8m 現況の堤防高 T.P.+3.2m～T.P.+4.4m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設 堤防1,178ｍ、護岸450ｍ、突堤2基（88ｍ）、水門1基、樋門1基、門扉7基、人工海浜450ｍ

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・周辺景観および利用との調和

設計津波水位

期待される効果 ・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・プレジャーボートの放置、不法係留対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進

・漁港利用の維持に努める。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化等を図り、防
護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：2,078m
（2）整備内容　　　　：堤防、護岸、人工海浜（改良），水門（新設）

住民意見 ・内水排除対策

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全 ・周辺景観との調和に配慮する。

大阪湾沿岸

-
 
4
5
 
-



海岸保全施設整備計画 44 【現況写真】 【位置図】

関西国際空港・りんくうタウンゾー
ン

エリア特性 環境創造・楽しみエリア

泉南市 区域 樽井

直立堤防、階段護岸、砂浜 所管 国土交通省(水管理・国土保全局)

T.P.+3.8m 波高（Hqo） 4.5m

T.P.+4.2m～T.P.+7.5m 現況の堤防高 T.P.+3.7m～T.P.+5.9m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設 堤防2,464ｍ、突堤2基

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・環境回復創造・海岸利用の促進

設計津波水位

期待される効果 ・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進

・周辺の都市機能との調和を図る。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化等を図り、防
護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：2,464m
（2）整備内容　　　　　：堤防（改良）

住民意見 ―

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全 ・周辺景観との調和に配慮する。

大阪湾沿岸

-
 
4
6
 
-



海岸保全施設整備計画 45 【現況写真】 【位置図】

男里川～箱作ゾーン エリア特性 環境保全・親しみエリア

阪南市 区域 福島

直立堤防 所管 国土交通省(水管理・国土保全局)

T.P.+3.3m 波高（Hqo） 4.5m

T.P.+4.9m 現況の堤防高 T.P.+4.7m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設 堤防760ｍ、突堤7基(302ｍ)

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・環境の保全・海岸利用の促進

設計津波水位

期待される効果 ・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進

・周辺の都市機能との調和を図る。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化等を図り、防
護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：760m
（2）整備内容　　　　　：堤防（改良）

住民意見 ―

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全 ・周辺景観との調和、生態系や自然景観の保全に配慮する。

大阪湾沿岸

-
 
4
7
 
-



海岸保全施設整備計画 46 【現況写真】 【位置図】

男里川～箱作ゾーン エリア特性 環境保全・親しみエリア

尾崎港 区域 尾崎

直立堤防、階段護岸 所管 国土交通省(港湾局)

T.P.+3.3m 波高（Hqo） 4.5m

T.P.+3.7m～T.P.+5.7m 現況の堤防高 T.P.+3.7m～T.P.+4.7m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設 堤防1,024ｍ、突堤5基(266ｍ)、離岸堤1基(150ｍ)、樋門1基、門扉6基、排水機場1基

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・環境の保全・海岸利用の促進

設計津波水位

期待される効果 ・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進

・周辺の都市機能との調和を図る。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化等を図り、防
護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：1,024m
（2）整備内容　　　　　：堤防（改良）

住民意見 ―

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全 ・周辺景観との調和、生態系や自然景観の保全に配慮する。

大阪湾沿岸

-
 
4
8
 
-



海岸保全施設整備計画 47 【現況写真】 【位置図】

男里川～箱作ゾーン エリア特性 環境保全・親しみエリア

阪南市 区域 尾崎

直立堤防 所管 国土交通省(水管理・国土保全局)

T.P.+3.3m 波高（Hqo） 4.5m

T.P.+6.0m 現況の堤防高 T.P.+3.7m～T.P.+4.7m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設 堤防705ｍ、突堤6基(375ｍ)、樋門2基、門扉4基

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・環境の保全・海岸利用の促進

設計津波水位

期待される効果 ・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進

・周辺の都市機能との調和を図る。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化等を図り、防
護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：705m
（2）整備内容　　　　　：堤防（改良）

住民意見 ―

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全 ・周辺景観との調和、生態系や自然景観の保全に配慮する。

大阪湾沿岸

-
 
4
9
 
-



海岸保全施設整備計画 48 【現況写真】 【位置図】

男里川～箱作ゾーン エリア特性 環境保全・親しみエリア

西鳥取漁港 区域 波有手

直立堤防 所管 農林水産省(水産庁)

T.P.+3.3m 波高（Hqo） 4.5m

T.P.+3.9m～T.P.+5.6m 現況の堤防高 T.P.+4.7m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設 堤防1,100ｍ、突堤10基(459ｍ)、樋門3基、門扉8基

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・環境の保全・周辺景観および利用との調和

設計津波水位

期待される効果
・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。
・安全で快適なアクセス路の確保やバリアフリー化により、海への親しみが増す。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・プレジャーボートの放置、不法係留対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進
・海岸利用者のためのマナー向上のための啓発活動の推進
・海岸利用のルールづくりの推進
・海岸愛護、ボランティア活動の支援

・漁港利用の維持に努める。
・多くの人達が海辺と親しむことができるよう、安全で快適なアクセス路の確保やバリアフリー化を進め
る。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化等を図り、防
護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：1,250m
（2）整備内容　　　　　：堤防（新設・改良）

住民意見 ―

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全 ・周辺景観との調和、生態系や自然景観の保全に配慮する。

大阪湾沿岸

-
 
5
0
 
-



海岸保全施設整備計画 49 【現況写真】 【位置図】

男里川～箱作ゾーン エリア特性 環境保全・親しみエリア

阪南市 区域 貝掛

直立堤防、砂浜 所管 国土交通省(水管理・国土保全局)

T.P.+3.3m 波高（Hqo） 4.5m

T.P.+5.8m～T.P.+6.1m 現況の堤防高 T.P.+3.7m～T.P.+4.7m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設 堤防1,565ｍ、突堤14基(675ｍ)

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・環境の保全・周辺景観および利用との調和

設計津波水位

期待される効果

・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。
・市街地との調和により、海岸景観の向上が図られる。
・多くの人達が海に親しむことができる場が創出され、また地域の活性化が図られる。
・安全で快適なアクセス路の確保やバリアフリー化により、海への親しみが増す。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進
・海岸利用者のためのマナー向上のための啓発活動の推進
・海岸利用のルールづくりの推進
・海岸愛護、ボランティア活動の支援

・漁港利用の維持に努める。
・多くの人達が海辺と親しむことができるよう、安全で快適なアクセス路の確保やバリアフリー化を進め
る。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化等を図り、防
護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：1,565m
（2）整備内容　　　　　：堤防（改良）

住民意見 ・海への眺望の確保

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全
・藻場など貴重な自然環境の保全に配慮した海岸づくりに努める。
・貴重な生態系の保全に努める。
・自然景観の保全・創出に努める。

大阪湾沿岸

-
 
5
1
 
-



海岸保全施設整備計画 50 【現況写真】 【位置図】

男里川～箱作ゾーン エリア特性 環境保全・親しみエリア

下荘漁港 区域 箱作

直立堤防 所管 農林水産省(水産庁)

T.P.+3.3m 波高（Hqo） 4.5m

T.P.+3.7m～T.P.+5.8m 現況の堤防高 T.P.+3.4m～T.P.+4.7m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設 堤防1,062ｍ、突堤4基(260ｍ)、離岸堤2基(192ｍ)、門扉14基

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・環境の保全・周辺景観および利用との調和

設計津波水位

期待される効果
・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。
・安全で快適なアクセス路の確保やバリアフリー化により、海への親しみが増す。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・プレジャーボートの放置、不法係留対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進
・海岸利用者のためのマナー向上のための啓発活動の推進
・海岸利用のルールづくりの推進
・海岸愛護、ボランティア活動の支援

・漁港利用の維持に努める。
・多くの人達が海辺と親しむことができるよう、安全で快適なアクセス路の確保やバリアフリー化を進め
る。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化等を図り、防
護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：1,292m
（2）整備内容　　　　　：堤防（新設・改良）

住民意見

・海浜植物の群生地である自然海岸の保全
・防護と自然環境保全の調和
・人工干潟の形成
・海への眺望の確保
・海へのアクセスのバリアフリー化

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全 ・周辺景観との調和、生態系や自然景観の保全に配慮する。

大阪湾沿岸

-
 
5
2
 
-



海岸保全施設整備計画 51 【現況写真】 【位置図】

淡輪・箱作ゾーン エリア特性 環境創造・楽しみエリア

阪南市岬町 区域 箱作淡輪

直立堤防、階段護岸、砂浜 所管 国土交通省(水管理・国土保全局)

T.P.+3.2m 波高（Hqo） 4.0m

T.P.+5.5m 現況の堤防高 T.P.+3.7m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設 堤防2,291ｍ、突堤3基(570ｍ)、門扉3基、離岸堤7基(739ｍ)

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・環境回復創造・海岸利用の促進

設計津波水位

期待される効果 ・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進

・漁港利用の維持に努める。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化等を図り、防
護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：2,291m
（2）整備内容　　　　　：堤防（改良）

住民意見 ―

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全 ・周辺景観との調和に配慮する。

大阪湾沿岸

-
 
5
3
 
-



海岸保全施設整備計画 52 【現況写真】 【位置図】

淡輪・箱作ゾーン エリア特性 環境創造・楽しみエリア

淡輪港 区域 淡輪

直立堤防、直立護岸、階段護岸、
砂浜

所管 国土交通省(港湾局)

T.P.+3.2m 波高（Hqo） 4.0m

T.P.+5.4m～T.P.+5.7m 現況の堤防高 T.P.+3.7m～T.P.+4.7m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設 堤防206ｍ、護岸479ｍ、突堤5基(500ｍ)、離岸堤2基(250ｍ)

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・環境回復創造・海岸利用の促進

設計津波水位

期待される効果 ・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進

・漁港利用の維持に努める。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化等を図り、防
護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：685m
（2）整備内容　　　　：堤防、護岸等（改良）

住民意見 ―

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全 ・周辺景観との調和に配慮する。

大阪湾沿岸

-
 
5
4
 
-



海岸保全施設整備計画 53 【現況写真】 【位置図】

淡輪・箱作ゾーン エリア特性 環境創造・楽しみエリア

淡輪漁港 区域 淡輪

直立堤防 所管 農林水産省(水産庁)

T.P.+3.2m 波高（Hqo） 4.0m

T.P.+3.7m～T.P.+4.7m 現況の堤防高 T.P.+3.2m～T.P.+4.7m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設 堤防550ｍ、樋門2基、門扉33基

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・周辺景観および利用との調和

設計津波水位

期待される効果 ・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・プレジャーボートの放置、不法係留対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進

・漁港利用の維持に努める。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化等を図り、防
護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：550m
（2）整備内容　　　　　：堤防（改良）

住民意見  ・堤防の嵩上げによる背後家屋の日照、通風問題への配慮

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全 ・周辺景観との調和に配慮する。

大阪湾沿岸

-
 
5
5
 
-



海岸保全施設整備計画 55 【現況写真】 【位置図】

岬ゾーン エリア特性 環境保全・親しみエリア

深日漁港 区域 深日

直立堤防 所管 農林水産省(水産庁)

T.P.+3.2m 波高（Hqo） 3.9m

T.P.+3.6m 現況の堤防高 T.P.+3.2m～T.P.+4.7m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設 堤防596ｍ、樋門2基、門扉18基

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・周辺景観および利用との調和

設計津波水位

期待される効果 ・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・プレジャーボートの放置、不法係留対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進

・漁港利用の維持に努める。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、必要に応じて気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化
等を図り、防護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：596m
（2）整備内容　　　　　：堤防（改良）

住民意見 ・堤防の嵩上げによる背後家屋の日照、通風問題への配慮

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全 ・周辺景観との調和に配慮する。

大阪湾沿岸

-
 
5
6
 
-



海岸保全施設整備計画 56 【現況写真】 【位置図】

岬ゾーン エリア特性 環境保全・親しみエリア

深日港 区域 深日

直立堤防 所管 国土交通省(港湾局)

T.P.+3.2m 波高（Hqo） 3.9m

T.P.+3.9m 現況の堤防高 T.P.+3.6m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設 堤防1,259ｍ、水門1基、樋門3基、門扉11基

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・環境の保全・海岸利用の促進

設計津波水位

期待される効果 ・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進

・地域の行事や活動などに利用できる海岸づくりを進める。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化等を図り、防
護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：1,259m
（2）整備内容　　　　　：堤防（改良）

住民意見 ―

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全 ・周辺景観との調和に配慮する。

大阪湾沿岸

-
 
5
7
 
-



海岸保全施設整備計画 57 【現況写真】 【位置図】

岬ゾーン エリア特性 環境保全・親しみエリア

深日港 区域 名浦

直立堤防 所管 国土交通省(港湾局)

T.P.+3.2m 波高（Hqo） 3.9m

T.P.+4.2m～T.P.+5.0m 現況の堤防高 T.P.+3.7m～T.P.+4.7m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設 堤防978ｍ、樋門1基

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・環境の保全・海岸利用の促進

設計津波水位

期待される効果 ・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進

・地域の行事や活動などに利用できる海岸づくりを進める。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化等を図り、防
護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：978m
（2）整備内容　　　　　：堤防（改良）

住民意見 ―

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全 ・周辺景観との調和に配慮する。

大阪湾沿岸

-
 
5
8
 
-



海岸保全施設整備計画 60 【現況写真】 【位置図】

岬ゾーン エリア特性 環境保全・親しみエリア

岬町 区域 加曽渡

直立堤防 所管 農林水産省(農村振興局)

T.P.+3.2m 波高（Hqo） 3.7m

T.P.+6.1m 現況の堤防高 T.P.+3.7m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設 堤防90ｍ、樋門2基

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・環境の保全

設計津波水位

期待される効果
・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。
・安全で快適なアクセス路の確保により海への親しみが増す。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進
・海岸愛護、ボランティア活動の支援

・多くの人達が海辺と親しむことができるよう、安全で快適なアクセス路の確保やバリアフリー化を進め
る。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化等を図り、防
護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：90m
（2）整備内容　　　　　：堤防（改良）

住民意見 ―

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全 ・周辺の自然海岸や良好な自然環境の保全に努める。

大阪湾沿岸

-
 
5
9
 
-



海岸保全施設整備計画 61 【現況写真】 【位置図】

岬ゾーン エリア特性 環境保全・親しみエリア

岬町 区域 地の海

直立堤防 所管 農林水産省(農村振興局)

T.P.+3.2m 波高（Hqo） 3.7m

T.P.+6.2m 現況の堤防高 T.P.+4.7m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設 堤防88ｍ、樋門2基

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・環境の保全・海岸利用の促進

設計津波水位

期待される効果 ・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進

・地域の行事や活動などに利用できる海岸づくりを進める。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化等を図り、防
護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：88m
（2）整備内容　　　　　：堤防（改良）

住民意見 ―

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全 ・周辺の自然海岸や良好な自然環境の保全に努める。

大阪湾沿岸

-
 
6
0
 
-



海岸保全施設整備計画 62 【現況写真】 【位置図】

岬ゾーン エリア特性 環境保全・親しみエリア

岬町 区域 小島東

直立堤防 所管 国土交通省(水管理・国土保全局)

T.P.+3.2m 波高（Hqo） 3.7m

T.P.+5.6m～T.P.+5.8m 現況の堤防高 T.P.+3.4m～T.P.+4.7m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設 堤防705ｍ、潜堤6基(293ｍ)

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・環境の保全・海岸利用の促進

設計津波水位

期待される効果 ・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進

・地域の行事や活動などに利用できる海岸づくりを進める。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化等を図り、防
護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：705m
（2）整備内容　　　　　：堤防（改良）

住民意見 ―

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全 ・周辺の自然海岸や良好な自然環境の保全に努める。

大阪湾沿岸

-
 
6
1
 
-



海岸保全施設整備計画 63 【現況写真】 【位置図】

岬ゾーン エリア特性 環境保全・親しみエリア

小島漁港 区域 小島

直立堤防 所管 農林水産省(水産庁)

T.P.+3.2m 波高（Hqo） 3.7m

T.P.+3.8m 現況の堤防高 T.P.+3.7m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設 堤防347ｍ、門扉6基

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・周辺景観および利用との調和

設計津波水位

期待される効果 ・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・プレジャーボートの放置、不法係留対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進

・漁港利用の維持に努める。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、必要に応じて気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化
等を図り、防護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：347m
（2）整備内容　　　　　：堤防（改良）

住民意見 ・堤防の嵩上げによる背後家屋の日照、通風問題への配慮

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全 ・周辺景観との調和に配慮する。

大阪湾沿岸

-
 
6
2
 
-



海岸保全施設整備計画 64 【現況写真】 【位置図】

岬ゾーン エリア特性 環境保全・親しみエリア

岬町 区域 小島南

直立堤防 所管 国土交通省(水管理・国土保全局)

T.P.+3.2m 波高（Hqo） 3.7m

T.P.+5.0m 現況の堤防高 T.P.+4.7m

【平面図】

公衆の適正な利用

 ・この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図200000（地図画像）及び数値地図25000（地図画像）を複製したものである。

（承認番号 平27 情複、第1119 号）

・この地図をさらに複製する場合は、国土地理院の長の承認を得なければならない。

ゾーン名

海岸名

海岸タイプ

設計高潮位(H.H.W.L)

代表堤防高

T.P.+2.1m～T.P.+4.9m

現況の施設 堤防158ｍ

海岸の整備方針 ・防護機能の確保・環境の保全・海岸利用の促進

設計津波水位

期待される効果 ・堤防等の新設・改良により、津波・高潮からの浸水被害に対し、背後地の安全性の向上が図られる。

海岸管理における
配慮事項

・海岸保全施設の適切な維持管理や、高潮や津波などによる非常時の対応などソフト面の対策強化の推進
・ゴミなどの不法投棄、汚損などの防止対策の推進
・地域との協力による環境維持の推進

・地域の行事や活動などに利用できる海岸づくりを進める。

整備の必要性
現状の堤防高が将来の気候変動の影響を踏まえた防護水準に対して不足するため、海岸保全施設
の新設・改良を実施する必要がある。

整備計画の概要

ソフト対策等を組み合わせ、気候変動に対応した堤防の改良等や、耐津波性能の強化等を図り、防
護機能を確保する。

（1）整備海岸延長　　：158m
（2）整備内容　　　　　：堤防（改良）

住民意見 ―

海
岸
の
目
標

海岸の防護
・高潮、津波被害の発生が予想される、海岸背後の家屋や土地を防護する。
・ソフト対策も組み合わせた段階的かつ複合的な対策を検討する。

環境の整備と保全 ・周辺の自然海岸や良好な自然環境の保全に努める。

大阪湾沿岸

-
 
6
3
 
-
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参考 1 整備内容の説明 

（１）防護方式の役割と選定 

海岸における基本的な防護方式としては、線的防護方式と面的防護方式がある。 

下の概念図に示すように、線的防護方式は、一般的に海岸線に直立型の堤防護岸を線

状に設置する方式である。大阪湾沿岸の海岸は、埋立が進められてきた歴史的な経緯や

背後地の土地利用が高度化していることなどからほとんどの区間が線的防護方式で整備

されている。防護機能は満足するものの、海岸利用の障害となる場合も多い。 

面的防護方式は、海岸のフロント部の砂浜を保全あるいは養浜を行うことで砂浜を設

け、海岸線には階段堤防などの緩傾斜堤の保全施設を設置する方式で、海岸保全施設を

面的な広がりをもって適切に配置し、それらの複合機能により防護するため、海浜の環

境や海岸利用に貢献する場合も多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大阪湾沿岸は、台風等による風害、高潮被害から海岸を長期的に防護するとともに、

優れた海岸景観や生態系の保全にも十分配慮する必要がある。 

このため、面的防護方式の採用が望ましいが、ほとんどの区域においては、現況海岸

保全施設の整備状況や立地条件等の制約により線的防護方式を採用せざるを得ない状況

にある。しかし、面的防護方式の導入が可能な箇所については面的防護方式の採用を図

るものとする。 
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（２）整備の際の配慮事項 

自然環境の保全や公衆の適正な利用にも配慮した整備を行うため、具体の施設計画を

行う際には、以下に示す配慮事項を十分に検討し、地域住民の合意を得たうえで整備を

実施するものとする。 

 

○自然環境との調和 

・ 海岸保全施設を整備する際には事前に現地調査を行い、貴重な藻場、干潟、磯

場、岩場や海浜植物などが認められた場合にはその保全を基本に施設の配置や

構造について配慮する。 

・ 人工林などの人工的に創造された環境についても貴重な資源であることから、

適切な保全に努める。 

・ 砂や礫による養浜や生物の生息の場などが創出できる構造を採用し、素材や表

面処理等を工夫する。 

 

○魅力ある海岸景観の創出 

・ 港湾事業など関連する事業と調和のとれた港としての景観づくりを行う。 

・ 歴史資源を生かし、地域の歴史・文化を醸し出す景観づくりを行う。 

・ 背後の関連事業とあわせ、水辺の見える眺望の確保や、近景・遠景に配慮し、周

囲に威圧感や閉鎖感を与えない構造を工夫し、色彩・素材などの選定を行う。 

・ 自然景観の回復などの配慮は必要に応じて緑化修景を施し、天然石材など自然

素材を利用する。 

 

○海岸利用の増進 

・ 施設用地に余裕のあるところでは緑化修景や休息スペースなどの確保を行う。 

・ 面的防護方式の採用にあたっては可能な範囲で遊歩道やベンチなど利便施設の

設置を行う。 

・ 防護面で重要な大型施設において、可能なところについては施設案内板を設置

し、見学などによる施設の活用を行う。 

 

○施設のバリアフリー化の推進 

・ 誰もが安全・快適に海辺に近づき、自然とふれあうことのできるよう「福祉のま

ちづくり条例」などに遵守した通路やスロープ等を設けるなど、海岸の特性に

応じた適切な整備を推進していく。 
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参考 2 用語の解説 

大阪湾沿岸海岸保全基本計画で用いられる各種用語について、参考として以下に解説

を加える。なお、各用語の解説を作成するにあたり主に参考とした図書等（①～㉓：p.73

参照）についても付記する。 

 

あ～お 

あいぴーしーしー（ＩＰＣＣ）      参考資料：㉒ 

気候変動に関連する科学的評価を担当する国連機関（気候変動に関する政府間パネル）

で、195 か国が加盟している。IPCC による評価報告書は、あらゆるレベルの政府に対し、

気候変動政策を策定するために利用できる科学的情報を提供しており、2023 年 3 月 20

日に第 6 次統合報告書が発表された。 

 

あかしお（赤潮）        参考資料：① 

プランクトンの異常繁殖で海水が赤褐色に変色する現象を赤潮という。夏から秋にか

けて都市や工業地帯の沿岸海域で多発し、窒素化合物やリン化合物・ビタミン類などが

海水に流入したための、海水の富栄養化が原因と考えられている。瀬戸内海で多発し、

ハマチ・カキなどの養殖漁業に被害をもたらしている。 

 

あどぷと・しーさいど・ぷろぐらむ（アドプト・シーサイド・プログラム）参考資料：② 

  自主的かつ継続的に海岸や港湾の一定区間の美化活動を行う地元自治会や市民グルー

プなどの団体に対して、関係市町と大阪府が支援することにより、地域に愛されるきれ

いな海岸・港湾環境の保全に取り組む制度。 

 

あめにてぃ（アメニティ）       参考資料：③ 

快適性、快適さ。住みごこちのよさ。土地・建物・環境などについていう。 

 

あーるしーぴー２．６（ＲＣＰ２．６）     参考資料：㉒ 

IPCC の第 5 次報告書において提示された、今後 100 年間の平均気温の上昇を示したシ

ナリオ。RCP2.6 は、温室効果ガスの排出量を抑制し、気温上昇を 2℃未満に抑えること

目指すシナリオである。 

 

あーるしーぴー８．５（ＲＣＰ８．５）     参考資料：㉒ 

IPCC の第 5 次報告書において提示された、今後 100 年間の平均気温の上昇を示したシ

ナリオ。RCP8.5 は、緩和策をとらなかった場合の想定で、平均気温が 4℃上昇するシナ

リオである。 
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うちあげだか（うちあげ高）       参考資料：④ 

波浪が海浜等を遡上し、海岸保全施設前面で、波がうちあがる高さを示す。海浜など、

海岸保全施設に直接波浪が作用しない場合に、うちあげ高以上となるように海岸保全施

設の天端高が決定される。 

 

えきじょうか（液状化）       参考資料：④ 

ゆるく堆積し地下水で飽和している砂質地盤に地震動が加わり、間隙水圧が上昇して

砂の粒子間の噛み合わせがはずれ、地盤が液状になり支持力を失うこと。 

 

えっぱりゅうりょう（越波流量）      参考資料：④ 

延長 1m あたり 1s 間に、波浪が海岸保全施設を越える水量を示す。越波流量が許容値

（許容越波流量）以下となるように、海岸保全施設の天端高が決定される。 

 

おきなみ（沖波）        参考資料：㉓ 

施設の計画・設計等に用いられる波浪の条件。沖波は、水深が深く、海底地形の影響

を受けない沖合の波。 

 

か～こ 

かんきょうきじゅん（環境基準）      参考資料：① 

環境基本法第 16 条の規定に基づき、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に

係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、生活環境を保全する上で期

待されることが望ましい基準として定められている。この基準は、公害対策を進めてい

く上での行政上の目標として定められているものである。 

 

きおうさいこうちょうい（既往最高潮位）     参考資料：④ 

過去に観測された最高の潮位。 

 

さ～そ 

さくぼうへいきんかんちょうい（朔望平均干潮位）    参考資料：④ 

朔望（新月および満月）の日から５日以内に現れる各月の最低低潮面を平均した水面

である。L.W.L. 

 

さくぼうへいきんまんちょうい（朔望平均満潮位）    参考資料：④ 

朔望（新月および満月）の日から５日以内に現れる各月の最高満潮面を平均した水面

である。H.W.L. 
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しぜんかいがん（自然海岸）       参考資料：⑤ 

海岸（汀線）が人工によって改変されないで自然の状態を保持している海岸（海岸（汀

線）に人工構築物のない海岸）。 

→参照：半自然海岸、人工海岸 

 

しぜんかいひんほぜんちく（自然海浜保全地区）    参考資料：① 

「環境の保全と創造に関する条例」に基づく地域指定の一つで、瀬戸内海の海浜地と

これに面する海面のうち、海水浴等のレクリエーションの場として利用されており、自

然の状態が維持されている地区。 

 

しぜんかんきょうほぜんきそちょうさ（自然環境保全基礎調査）  参考資料：① 

全国的な観点から、わが国における自然環境の現況及び改変状況を把握し、自然環境

保全の施策を推進するための基礎資料を整備するために、環境庁（当時）が昭和 48 年度

より自然環境保全法第 4 条の規定に基づき概ね 5 年毎に実施している調査。一般に緑の

国勢調査と呼ばれ、陸域、陸水域、海域等の調査項目を分類し、国土全体の状況が調査

されている。 

 

しぜんこうえん（自然公園）       参考資料：⑥ 

国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。 

国立公園：わが国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地（海中の景観地を

含む。以下同じ。）であって、環境大臣が自然公園法第 10 条第１項の規定により指定す

るものをいう。 

国定公園：国立公園に準ずるすぐれた自然の風景地であって、環境大臣が自然公園法

第 10 条第２項の規定により指定するものをいう。  

都道府県立自然公園：すぐれた自然の風景地であって、都道府県が自然公園法第 41 条

の規定により指定するものをいう。 

→参照：自然公園法 

 

しぜんこうえんほう（自然公園法）      参考資料：⑥ 

すぐれた自然の風景地を保護するとともに、その利用の促進を図り、もって国民の保

健、休養及び教化に資することを目的とする法律。 

 

じゅんおきなみ（準沖波）       参考資料：㉓ 

施設の計画・設計等に用いられる波浪の条件。沖波は、水深が深く、海底地形の影響

を受けない沖合の波。準沖波も沖合地点の波浪であるが、水深が比較的浅く、海底の影

響による変形を受けている波浪。 
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しゅんせつ（浚渫）        参考資料：⑦ 

水（海）底の土砂をさらったり、掘削したりする工事。航路、泊地の造成、河川の改

修、埋立土砂の採取などの目的で行われる。 

 

じんこうかいがん（人工海岸）      参考資料：⑤ 

港湾・埋立・浚渫・干拓等により人工的につくられた海岸等、潮間帯に人工構築物が

ある海岸。 

→参照：自然海岸、半自然海岸 

 

すいいきるいけい（水域類型）      参考資料：⑧ 

水質汚濁に関する環境基準のうち、生活環境の保全に関する環境基準について、水質

汚濁防止を図る必要のある公共用水域を対象として、水質汚濁が著しい、または著しく

なるおそれがあるかどうかなど現在及び将来の利水目的などを考慮し、水域毎に類型を

指定することとなっている。 

 

せっけいつなみ（設計津波）       参考資料：④ 

数十年から百数十年に一度程度発生する規模の津波（レベル 1 津波）。レベル 1 津波

に対して浸水を防護できるように海岸保全施設の天端高や構造諸元が決定される。一方、

レベル 2 津波は、南海トラフの巨大地震のように、発生頻度が極めて低く（数百年から

千年に一度程度）、発生すれば甚大な被害をもたらす津波であり、避難対策等により人

的被害を最小化する減災目標として用いられる。 

 

せっけいつなみのすいい（設計津波の水位）     参考資料：⑨ 

海岸堤防等の計画・設計を行うために海岸管理者が定める津波の水位。大阪湾沿岸に

おいては、過去に発生した地震等による想定した津波波源モデル（安政南海地震、昭和

南海地震の再現モデル）を用いてシミュレーションを行い設定。 

 

          参考資料：⑩ 

せとないかいかんきょうほぜんとくべつそちほう（瀬戸内海環境保全特別措置法） 

瀬戸内海の環境の保全上有効な施策の実施を推進するための瀬戸内海の環境の保全に

関する計画の策定等に関し必要な事項を定めるとともに、特定施設の設置の規制、富栄

養化による被害の発生の防止、自然海浜の保全等に関し特別の措置を講ずることにより、

瀬戸内海の環境の保全を図ることを目的とする法律。 

 

ぜろめーとるちたい（ゼロメートル地帯） 

本基本計画においては、平均満潮面以下の土地をいう。 

 

 



- 70 - 

せんてきぼうごほうしき（線的防護方式）     参考資料：⑪ 

一般的に海岸線に直立型の堤防や護岸を線状に設置する方式である。デメリットとし

て、背後の住民が前面の砂浜や海を利用しにくく、海への眺望が阻害されるケースもみ

られる。 

 

た～と 

ちきゅうおんだんか（地球温暖化）      参考資料：① 

大気中の二酸化炭素などの温室効果ガスは、地表面から宇宙へ放出される赤外線を吸

収する性質を持ち、この作用によって地表の気温が保たれている。人間活動による二酸

化炭素、メタン、亜酸化窒素、フロンなど温室効果ガス濃度の増加は地球の温暖化をも

たらし、その結果、気候の変化、海面水位の上昇などが生じ、農業生産の地域特性が変

化したり、低地が水没したり、地球各地の自然生態系が変化するなど環境及び社会経済

に大きな影響を及ぼすことになると懸念されている。 

 

ちょういへんさ（潮位偏差）       参考資料：㉓ 

台風や低気圧などの気象の影響による、天文潮からの海水面の変化量。 

 

ちょうじゅうほごく（鳥獣保護区）      参考資料：⑫ 

鳥獣の保護繁殖を図るため、鳥獣保護法に基づき設定される。鳥獣保護区内に、鳥獣

保護区特別保護地区が設定されている場合は、地区内で工作物の設置、水面の埋立、立

木の伐採といった行為を行うためには、環境庁長官又は都道府県知事の許可を受けなけ

ればならない。 

 

てぃーぴー（T.P.）        参考資料：⑦ 

東京湾平均海面。日本国における高さの基準（標高）として採用している。明治 6 年

から 12 年まで 6 年間の東京霊岸島の潮位観測結果から、東京三宅坂の日本水準原点の標

高 24.500m を定めた。大正 12 年の関東大地震以降は 24.4140m となった。 

T.P.=K.P.+0.89m （K.P.：神戸港修築工事基準面） 

T.P.=O.P.+1.30m （O.P.：大阪湾最低潮位） 

 

な～の 

ないすいはいじょ（内水排除）      参考資料：⑬ 

台風等の高潮等により市街地を浸水被害から守るための高潮対策の一つで、水門が閉

鎖されたあと、市街地から流れ込む水により河川の水位が上昇しないようポンプを稼動

させて他の河川や海に排水すること。 

 

なんかいとらふ（南海トラフ）      参考資料：⑭ 

南海トラフはフィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込むことによって形
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成された細長い海底盆地である。南海トラフ周辺では 100 年程度の間隔で、大きな津波

を伴った巨大地震が発生し、大きな被害を生じている。 

 

ねばりづよいこうぞう（粘り強い構造）     参考資料：⑮ 

設計対象の津波高を超え、海岸堤防等の天端を越流した場合であっても、施設が破壊、

倒壊するまでの時間を少しでも長くする、あるいは、施設が完全に流失した状態である

全壊に至る可能性を少しでも減らすといった減災効果を目指した構造上の工夫を施すこ

と。 

 

は～ほ 

ばりあふりー（バリアフリー）      参考資料：⑯ 

バリア（障壁、さえぎるもの）がないこと。障害のある人が社会生活をしていく上で

障壁（バリア）となるものを除去するという意味で、 昭和 49 年（1974 年）に国連障害

者生活環境専門家会議が「バリアフリーデザイン」という報告書を出したころから、こ

の言葉が使用されるようになった。  

 

はんしぜんかいがん（半自然海岸）      参考資料：⑤ 

道路、護岸、テトラポット等の人工構築物で海岸（汀線）の一部に人工が加えられて

いるが、潮間帯においては自然の状態を保持している海岸（海岸（汀線）に人工構築物

のない場合でも海域に離岸堤等の構築物がある場合は、半自然海岸とする）。 

→参照：自然海岸、人工海岸 

 

ひがた（干潟）        参考資料：⑰ 

海岸で低潮時に砂質または泥質が露出している場所。河口域または内湾に多く発達す

る。掘潜性の動物等特異な動植物が生育する場所である。 

 

ひょうさ（漂砂）        参考資料：④ 

海浜における底質は波や流れにより常に移動している。この海浜における底質の移動

現象あるいは移動物質を漂砂という。漂砂を移動方向で分類し、汀線に沿う方向成分の

漂砂を沿岸漂砂という。なお、汀線に直角方向成分の漂砂を岸沖漂砂という。 

 

ふうちちく（風致地区）       参考資料：⑰ 

都市計画法に基づく地域地区の一種で都市の風致を維持するために定められる。風致

地区の指定地としてふさわしい土地の区域は、自然の景勝地、公園、沿岸、低密度住宅

地などである。 

 

ぷろむなーど（プロムナード）      参考資料：⑱ 

「散策、散歩道、遊歩道」を意味する。  
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へいきんちょうい（平均潮位）      参考資料：④ 

最近５カ年の月平均潮位の平均値をいう。 

 

ぼうごすいじゅん（防護水準）      参考資料：④ 

海岸保全施設の整備による安全水準。海岸保全施設の高さを設定するための基準とな

る、潮位や波浪条件（波高・周期）、津波水位など。 

 

ほごすいめん（保護水面）       参考資料：⑲ 

水産資源保護法において、水産動物が産卵し、稚魚が生育し、又は水産動植物の種苗

が発生するのに適している水面であって、その保護培養のために必要な措置を講ずべき

水面として都道府県知事又は農林水産大臣が指定する区域をいう。 

 

ま～も 

みんかんひえいりそしき（民間非営利組織(ＮＰＯ)）    参考資料：⑯ 

非営利（利潤追求、利益配分を行わない）、非政府（政府機構の一部ではない）の立

場から、自主的、自発的な活動を行う団体の総称。なお、1998 年に公布された特定非営

利活動促進法によって設けられたものを「特定非営利活動法人」という。 

 

めんてきぼうごほうしき（面的防護方式）     参考資料：⑪ 

海岸の前面に砂浜をつくり、海岸線には階段堤防などの天端の低い保全施設を設置す

る等の方式で、海岸保全施設を面的な広がりをもって適切に配置し、それらの複合機能

により防護するため、高波が背後に進入する恐れや侵食などが少なく、背後の住民は前

面の砂浜や海を容易に利用することも可能である。 

 

もば（藻場）        参考資料：⑰ 

沿岸浅海域で海藻藻類のある一つの種または一つのグループが、高い密度で繁茂して

いる場所。稚魚育成場所などとして重要である。藻場を形成する代表的な種類として、

外海に面した岩礁域に発達するホンダワラ類や内湾の砂泥底に発達するアマモ、コアマ

モが挙げられる。前者から成る藻場をガラモ場、後者から成る藻場をアマモ場という。

アマモ、コアマモは厳密には藻ではなく、陸上植物が水中に逆進出した顕花植物である。 

 

や～よ 

ゆにばーさるでざいん（ユニバーサルデザイン）    参考資料：⑯ 

米国のロン・メイスン氏が提唱した比較的新しい概念である。すべての人々のための

デザインで、年齢、性別、身体、国籍など、人々が持つ様々な特性や違いを越えて、は

じめから、できるだけすべての人々が利用しやすい、すべての人に配慮した、環境、建

物や施設、製品などのデザインをしていこうとする考え方。 
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よぼうほぜん（予防保全）       参考資料：⑳ 

構造物の性能低下を引き起こさせないために、劣化を顕在化させないことなどを目的

として実施する維持管理。 

 

ら～ろ 

らいふらいくるこすと（ライフサイクルコスト）    参考資料：㉑ 

構造物の計画、設計、施工、供用・維持管理、解体までを含めたライフサイクルにお

いて必要とされるコストの総量。 

 

参考資料： 

①「せとうち環境創造ビジョン」兵庫県 

②「大阪府都市整備部港湾局ホームページ」 

http://www.pref.osaka.lg.jp/kowan/fuminkyodo-kikikanri/adoptseaside.html 

③「カタカナ語辞典」角川書店 

④「海岸保全施設の技術上の基準・同解説」海岸保全施設技術基準研究会編 

⑤「自然環境保全基礎調査」環境省自然環境局生物多様性センター 

⑥「自然公園法」 

⑦「海洋調査技術用語辞典」社団法人海洋調査協会 

⑧「水質汚濁に係る環境基準について」 

⑨「「設計津波の水位の設定方法等」について」農林水産省・国土交通省 

⑩「瀬戸内海環境保全特別措置法」 

⑪「面的な海岸防護方式の計画・設計マニュアル」社団法人日本港湾協会 

⑫「鳥獣保護法」 

⑬「平成 27 年台風 11 号における内水排除について」水資源機構 

⑭「津波防災インフラ整備計画」兵庫県 

⑮「平成 23 年度東北地方太平洋沖地震および津波により被災した海岸堤防等の復旧

に関する基本的な考え方」海岸における津波対策検討委員会 

⑯「現代用語の基礎知識 2016」自由国民社 

⑰「環境アセスメント基本用語事典」環境アセスメント研究会 

⑱「広辞苑」岩波書店 

⑲「水産資源保護法」 

⑳「2007 年制定 コンクリート標準示方書【維持管理編】」土木学会 

㉑「2009 年制定 鋼・合成構造標準示方書 施工編」 土木学会 

㉒「日本の気候変動 2025」文部科学省・気象庁 

㉓「港湾の施設の技術上の基準・同解説」国土交通省 

 

 

http://www.pref.osaka.lg.jp/kowan/fuminkyodo-kikikanri/adoptseaside.html
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参考 3 想定津波と対策の考え方 

１ 津波浸水想定の考え方 

平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災による甚大な津波被害を受け、内閣府中央

防災会議専門調査会では、新たな津波対策の考え方を平成 23 年 9 月 28 日（東北地方太平

洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会報告）に示した。 

この中で、今後の津波対策を構築するにあたっては、基本的に二つのレベルの津波を

考える必要があるとされている。 

 

（参考）津波想定と対策の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（資料）大阪府 津波浸水想定について（解説）：平成 25 年 8 月 

     兵庫県 南海トラフ巨大地震の津波浸水想定について(解説)：平成 25 年 12 月 
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２．津波対策における海岸堤防等の整備について 

今後の津波対策にあたって具体的に実施すべき対策については、「南海トラフ巨大地震対

策について（最終報告）平成 25 年 5 月 28 日 中央防災会議 防災対策推進検討会議 南海

トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ」においてその考え方が示されている。 

最終報告書では、津波に強い地域構造の構築にあたって必要となる海岸堤防等の整備につ

いて、具体的な考え方が示されている。最終報告書より抜粋して以下に示す 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①海岸堤防等の整備 

○海岸堤防等については、海岸管理者が設定する「発生頻度は比較的高く、津波高は低いもの

の大きな被害をもたらす津波」を基本として、環境保全や費用対効果等を考慮しつつその

整備が行われるものである。 

○このため、海岸管理者、河川管理者は、最新の知見に基づいたレベル１の津波に対応できる

よう、海岸堤防等について計画を見直し、必要に応じて海岸堤防等の整備を行う必要があ

る。なお、東京湾、伊勢湾、大阪湾の港湾の防潮堤においては、地域の実情及び費用対効果

を勘案しつつ、レベル１の津波を超える津波を想定した防護水準の確保を検討する必要が

ある。 

○既設の海岸堤防等について、海岸管理者等は、レベル１の津波を生じさせる地震により、津

波到達前に機能を損なうことがないよう、耐震対策を行う必要がある。 

○また、レベル１の津波を超える津波が海岸堤防等を越流した場合でも、施設の効果が粘り強

く発揮できるような海岸堤防等を整備することも重要であり、海岸管理者等は、そのため

の技術開発を促進する必要がある。 

○水門・陸閘等においては、水門・陸閘等の操作に従事する者の安全の確保を最優先とした上

で、消防団員等による閉鎖活動に要する時間を可能な限り短縮する必要があることから、

水門・陸閘等の管理者は、代替機能が確保できる水門・陸閘等を廃止するとともに、廃止で

きない水門・陸閘等は、自動化・遠隔操作化等を促進したり、地域における施設の利用実態

を勘案しつつ、常時閉鎖や統廃合の措置を適切に講じるなどの対応が重要である。 

○海岸防災林は、ある一定の規模の津波に対しては後背地への津波外力の低減や漂流物の捕捉

等の被害軽減効果が見られることから、必要に応じて整備を進めていく必要がある。 

○さらに、東日本大震災から得られた重要な知見として、交通インフラ等を活用した二

線堤を整備することにより、そこよりも内陸に津波の浸入をある程度抑制する機能が

見られることから、必要に応じて整備を進めていく必要がある。 
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３．設計津波の水位の設定方法等について 

農林水産省及び国土交通省は、海岸堤防の計画・設計に必要となる「設計津波の水位の

設定方法等」を別添１、２のとおり定め、平成 23 年 7 月 8 日に海岸管理部局に通知して

いる。通知された別添資料を以下に付した。 
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４．海岸堤防等の｢粘り強い構造｣の考え方 

海岸堤防等の「粘り強い構造」の具体的な考え方については、国の「海岸における津波

対策検討委員会」で示された｢平成 23 年東北地方太平洋沖地震及び津波により被災した

海岸堤防等の復旧に関する基本的な考え方（平成 23 年 11 月 16 日）｣における「粘り強い

構造」について以下に示す。 

■海岸堤防等の「粘り強い構造」の基本的な考え方 

「粘り強い構造」の基本的な考え方は、設計対象の津波高を超え、海岸堤防等の天端

を越流した場合であっても、施設が破壊、倒壊するまでの時間を少しでも長くする、あ

るいは、施設が完全に流失した状態である全壊に至る可能性を少しでも減らすといった

減災効果を目指した構造上の工夫を施すこと。 

 

■津波越流による堤防破壊メカニズムの推定と構造上の工夫の方向性 

①裏法尻部、裏法勾配 

・被災形態 

来襲した津波の水流が海岸堤防を越流した後、裏法を流下し流速が速くなった状態

で裏法尻部の地面等に衝突することにより洗掘が起こり、これをきっかけに裏法被

覆工等の損壊、流出を引き起こす被災形態が考えられる。 

 

 

 

 

・「粘り強い構造」への構造上の工夫の方向性 

裏法尻部に保護工を設置すること等により被覆し、洗掘を防止することが有効であ

ると考えられる。裏法尻部の被覆に加え、裏法を緩勾配化することにより、水流を

減勢させ、裏法尻部における衝撃を抑えることも洗掘防止効果を高めることが期待

される。 

 

 

 

 

 

②天端保護工、裏法被覆工、表法被覆工 

・被災形態 

津波の水流が海岸堤防等を越流する際、天端部、裏法部で高速になることにより、

天端保護工、裏法被覆工が流失する被災形態や、堤体土が被覆工の隙間から吸い出

される被災形態が想定される。また、引き波の越流においても天端部、表法部で高

流速が発生することにより同様の被災形態が想定される。 

さらに、天端部に波返工がある場合には、波返工を乗り越え落下する水流が天端保
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護工に衝突し損傷を引き起こすことも考えられる。 

 

 

 

 

 

・「粘り強い構造」への構造上の工夫の方向性 

天端保護工や裏法被覆工、表法被覆工を厚くする工法、部材間を連結し剥離しにくく

する工法等を採用することにより、重量や強度を確保することが有効と考えられる。 

 

 

 

 

 

③波返工 

・被災形態 

波返工は、波やしぶきが堤内側に入り込むのを防ぐことを主な目的として設置され

ていることから、設計津波の水位を超える津波の波圧が作用することにより、波返

工の陸側への倒壊等を引き起こす被災形態が想定される。また、引き波の波圧の作

用による波返工の海側への倒壊も想定される。 

 

 

 

 

 

 

・「粘り強い構造」への構造上の工夫の方向性 

海岸堤防の設計外力を高潮でなく津波とする場合は、波返工が倒壊しやすい構造で

あることを考慮して、天端まで盛土構造とすることも検討すべきである。また、波

返工を採用する場合には、強い波圧への耐力を向上するために、配筋による補強を

施すことが有効であると考えられる。 
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なお、大阪湾沿岸では、防潮堤等は、地震動による基礎地盤の液状化により沈下する。沈

下が著しい場合、津波越流時に「粘り強い構造」が十分に機能せず、破堤に至るおそれがあ

る。このため、津波の越流が想定される箇所では、液状化による沈下で防潮堤等の機能が損

なわれないようにする必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）兵庫県 津波防災インフラ整備５箇年計画（暫定版Ⅱ） 

 

５．海岸保全施設の天端工の考え方 

海岸堤防や護岸等の海岸保全施設の天端高は、高潮・高波に対して必要となる高さと、比

較的発生頻度の高い津波（L1 津波）に対して必要となる高さを比較して、高いほうの値を基

本に、減災効果や海岸の利用・環境・景観・経済性等を総合的に検討し、河川管理者や港湾

及び漁港の利用者等、関係機関と調整したうえで設定する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ※高潮に対する必要高 

台風期朔望平均満潮位（H.W.L）に、過去の記録上最大級の台風がもっとも危険なコースを通

過したとして計算した計画偏差を加えた設計高潮位に、適切に推算した波浪の影響を加えて

設定した高さとする。 

 ※津波に対する必要高 

数十年～百数十年に１度程度の比較的発生頻度の高い津波（レベル１津波）に対しては、越流

を防ぐことを目標とする。レベル１津波については、大阪府及び兵庫県が設定した「設計津波

（レベル１津波）の水位」※１とする。 
※１「設計津波（レベル 1 津波）の水位」・・・海岸堤防等の計画・設計の目安となる津波の水位。大阪

湾沿岸においては、過去に発生した地震や想定地震による津波波減モデル（安政地震及び昭和地震の再

現モデル、東南海・南海地震（2003 年））を用いて設計津波（レベル 1 津波）の水位を設定した。 

 

■高潮が大きな場合 ■津波が大きな場合 



 

 

-
 
8
3 
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参考 4 気候変動を踏まえた将来の堤防高の算出イメージ 

将来気候（2℃上昇シナリオ）における防護水準（潮位偏差、沖波波浪、津波水位）を基に算出した必要天端高に余裕高 0.3m を加えた

ものを計画天端高として設定した。 

 

参考図 気候変動（2℃上昇シナリオ）を踏まえた将来（2100 年）の堤防計画高の算出イメージ  
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参考 5 気候変動を踏まえた将来の堤防計画高の算定フロー 

 

気候変動を踏まえた将来の堤防計画高の算定フローを以下に示す。 

 

 

第 1 回部会：令和 5 年 12 月 1 日、第 2 回部会：令和 6 年 7 月 2 日、第 3 回部会：令和 6 年 1 月 31 日開催 

参考図 気候変動を踏まえた将来の堤防計画高の算定フロー 

  

【朔望平均満潮位の見直し】 （第１回部会）

 通年の朔望平均満潮位：現行計画値O.P.+2.1m → 新計画値O.P.+2.2m

 台風期朔望平均満潮位：現行計画値O.P.+2.2m → 新計画値O.P.+2.3m

【平均海面水位の上昇】 （第１回部会）

 海面上昇量（2℃上昇シナリオ）：0.4m（2100年時点）

【防護水準（津波）】

（第１回部会）

 想定津波（L1津波）の設定

 初期潮位条件の設定
（通年の朔望平均満潮位O.P.+2.2m＋海面上昇量0.4m）

（第２回部会）

 津波計算条件の設定

（第３回部会） 津波シミュレーションの実施

 各地区海岸における最大津波水位 →

＝ 津波による必要天端高

防護水準

【防護水準（潮位偏差・波浪条件）】

（第１回部会）

 検討対象とする複数の台風を想定

 将来気候の台風条件（中心気圧）の設定

（第２回部会） 波浪推算・高潮推算の実施

 想定台風の決定（伊勢湾台風規模・平成30年台風21号コース）

 想定台風における潮位偏差・波高の算定

（第３回部会）

 準沖波地点の波浪条件の設定

 各海岸区分における潮位偏差の設定

 各施設前面の波浪条件を設定（波浪変形計算の実施）

 台風による必要天端高の算定

台風期朔望平均満潮位O.P.+2.3m＋海面上昇量0.4m＋
高潮の影響分（潮位偏差）＋波浪の影響分

防護水準

【計画天端高の設定】

 余裕高0.3mの設定 （第２回部会）

 計画天端高の算定 （第３回部会）

台風による必要天端高と津波による必要天端高を比較し
て高い方の必要高に余裕高を加えて設定

【気候変動（2℃上昇シナリオ）を踏まえた将来（2100年）の計画天端高の算出フロー】

最も厳しい台風を想定台風として選定

（台風による必要天端高算定フロー） （津波による必要天端高算定フロー）

※最新の潮位観測値を用いて更新

※「日本の気候変動2020」（文部科学
省・気象庁）より設定
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参考 6 海岸保全に関するモニタリングの例 

 

関係機関等で計測している項目を今後のモニタリング候補として整理した。予測結果と

の比較等、モニタリング結果の活用方法について今後検討していく。 

 

参考表 モニタリングの例 

 

  

※気候変動に関するモニタリングとして、平均海面水位の上昇は潮位の継続的な計測で把握できるが、台風

の強大化については確率的な要素がある。そのため、今後の調査・研究等による最新の知見を随時把握

し、モニタリング結果の活用方法を検討する。 

 

 

入手先収集内容項目分類

アメダス、気象庁気温、気圧、風向・風速、海水温天候、風況、水温気象

海岸一般に
関する情報

NOWPHAS、海象年表、気象庁、
海上保安庁、国土地理院、各
自治体

朔望平均満干潮位、平均潮位、最高潮位潮位

海象
NOWPHAS、海象年表、気象庁波高、周期、波向波浪

海上保安庁、各自治体海域、沿岸域、施設周辺流況

国土地理院空中写真・衛星写真

砂浜等
地形

海上保安庁海図・海の基本図

海岸管理者汀線・深浅測量、砂浜幅、粒径分布

国土地理院地盤高、標高値、潮位観測所の観測基準面高さ地盤高

環境省、各自治体
公共用水域水質測定結果、海水温、全炭酸濃度、周辺事業
における調査結果

環境基準項目
(河川、海域)

水質

環境に
関する情報

周辺事業者周辺事業における調査結果底質の粒径、土壌硬度底質

環境省、周辺事業者、各自治
体のレッドデータブック

周辺事業における調査結果
海域生物
陸域植物

生物・
生態系

環境省、各自治体漂着物の分布、量、内容及び原因漂着ごみ漂着物

各種統計資料周辺市町村人口、年齢構成人口

地域条件

利用
（社会条件）
に関する情報

各種統計資料主要幹線道路、アクセス道路、公共交通機関交通アクセス

各種統計資料土地利用、産業構造背後地の土地利用

各種統計資料地域特有の文化、景観地域特性

各種統計資料施設・資源の分布、施設内容・利用状況レクリエーション施設

各種統計資料
レクリエーション利用（サーフィン、マリンスポーツ等）

海域利用

空間利用
条件

漁業利用、港湾

各種統計資料

レクリエーション利用（海水浴、祭り・イベント等）

陸域利用 海水浴客、観光客の入込数、利用される範囲

漁業利用、日常利用、産業利用

各種関連法律法規制

※ 


